
笛吹市教育委員会会議録 

 

1 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時 

会 議 名 ：令和 5年度 12月定例会 

開 催 日 ：令和 5年 12月 20日 

開会時間：午後 2時 55分 

閉会時間：午後 4時 00分 

開催場所：笛吹市役所本館 302会議室 

 

２ 出席及び欠席委員の氏名 

出席者：教育長          望月 栄一 

     教育長職務代理   飯田 多惠子 

教育委員      内田 淳  

教育委員           久保田 一男 

教育委員      高野 仁美 

教育委員      中島 知晴 

  

３ 委員及び傍聴人を除く議場に出席した職員の職氏名 

出席者：教育部長       太田 孝生 

教育総務課長     手塚 克巳 

学校教育課長     久保田 雄 

学校教育課指導主事  黒澤 宏至 

    学校教育課指導主事  日原 博人 

    生涯学習課長       荻原 昭 

文化財課長      望月 和幸 

    図書館長       吉岡 浩 

教育総務課総務担当  田中 政人 

       〃       宮川 友美 

  

4 他部署より出席した長及びその事務局部の職員の職氏名 

出席者：なし 

 

５ 教育長等の報告の要旨 

教 育 長：11月 7日から 12月 20日までの事業報告 

教育総務課：11月 7日から 12月 20日までの事業報告 

学校教育課：不登校の児童生徒数 

      市内小中学校特別支援学級設置に係る校長ヒアリング 



教職員人事異動について 

不登校児童生徒の指導要録上の出席取扱いに関するガイドラ 

インについて 

生涯学習課：11月 16日から 12月 16日までの事業報告 

文 化 財 課：11月 9日から 12月 16日までの事業報告 

図 書 館：11月 28日から 11月 30日までの事業報告 

 

６ 議題となった動議を提出した者の氏名 

なし 

 

７ 議会に付した議案、議事の概要、議決事項 

報告第 6 号：令和５年笛吹市議会第４回定例会の報告について 

太 田 部 長：資料に基づき説明 

久保田委員：「読書離れ」について、学校などで保護者やボランティアが読 

書に関する活動をしている話もあったので、ぜひ教育委員会 

でも図書館の活動の中で、読書が少しでも広がるような取り 

組みをしていただけたらと思う。 

望月教育長：ご意見として賜ります。館長の方で何か付け加え等はあるか。

吉 岡 館 長：現在計画策定中だが、パブリックコメントなんかもある。 

今度の計画では、家庭学校とそれぞれ場面場面に応じての具 

体的な取り組みを示せたらと思っているので、何かいい案が 

あったらお聞かせいただければと思う。 

報告第 6 号：全員了承 

 

報告第７号：笛吹市社会教育施設条例の一部を改正する条例について 

荻 原 課 長：資料に基づき説明 

久保田委員：11月 29日に御坂生涯学習センターの見学会に参加した。 

立派な施設が出来上がっていて、いろんな活動ができそうだ 

と感じた。 

要望的なことになるが、ぜひこの施設がより活用できるよう 

に、市民への周知を図るとともに、市の方からも積極的に何 

かイベントをやるなど、何かの形で施設の良さが伝わるよう、 

広めていただけたらありがたい。 

荻 原 課 長:御坂生涯学習センターの供用開始については、市の広報誌や 

ホームページでも周知をしている。それに加えて、生涯学習 

課で行っている市民講座などを使いながら、市民の皆さんに 

より多く利用していただきたいと考えている。 



飯田職務代理者：私も御坂生涯学習センターの見学会に参加した。立派な施設な 

ので、大勢の方に利用していただければと思う。 

一つ感じたこととして、少し場所がわかりにくい。何か目印 

になる看板のようなものがあるといいと感じた。今後設置す 

る予定はあるか。 

荻 原 課 長：少し通りから引っ込んでいるということと、あとは御坂生涯学 

習センターもそうだが、御坂西小学校の体育館や学童、色々な 

施設が集中しているところでもあるので、わかりづらい部分が 

あると思う。そのため現在、看板を設置する方向で検討中。 

皆さんが道に迷うことなく使っていただけるよう、対応してい 

きたいと考えている。 

報告第７号：全員了承 

 

報告第８号：笛吹市社会教育施設条例の一部を改正する条例の施行期日を 

定める規則について 

荻 原 課 長：資料に基づき説明 

報告第８号：全員了承 

 

議案第２０号：笛吹市指定文化財の諮問について 

久保田委員:笛吹川石和鵜飼は、鵜匠自らが川の中を歩きながら鵜を操る 

全国で唯一の漁法ということで、ぜひこのまま引き継いでい 

ってほしい。 

飯田職務代理者：私も石和の徒歩鵜はすごく珍しいので、できるだけ毎年見学 

に行くようにしている。ぜひこれを文化財の指定にしていた 

だきたい。これからもこの石和の徒歩鵜が続けられるよう、 

鵜匠の育成や支援、環境やそういうバックアップを続けてい 

ただければと思う。 

望 月 課 長：環境の整備や人材育成については、関係各所また観光課など 

とも協議しながら、話し合いを続けていきたい。 

議案第２０号：原案通り承認 

 

８ 教育長が必要と認める事項（議事資料）  

なし 

  

 

 

 



議事録署名 

        笛吹市教育委員会 教 育 長                

 

               教 育 委 員                

 

               教 育 委 員                

 

                  作 成 職 員                


